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 知的障害者・精神障害者の障害年金受給に係るサンプル調査等について 

 

 

１．障害者手帳を有している者の中には、本来、障害年金を受給できるにも関わ

らず、障害年金の請求を行っていない者も含まれている可能性もあるのではな

いかとの問題提起から、先般、平成 22 年 2 月から 24 年 2 月にかけて身体障害

者の障害年金受給に係るサンプル調査を行ったところである。 

  これを受けて、知的障害者・精神障害者についても、障害年金を受給してい

ない者について、その原因を把握することで、今後の障害年金の請求漏れを防

止のための施策に活用することを目的として、障害年金受給に係るサンプル調

査を行うことを検討中である。 

 調査方法については、身体障害者に係る調査方法を基本とし、各自治体が保

有する知的障害者・精神障害者の障害者手帳交付台帳（または「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」による障害福祉サービスの

支給管理台帳）に係る任意のサンプル情報の提供を依頼して、この提供を受け

た障害者のデータを日本年金機構における年金受給者情報と突合し、障害年金

を受給していない障害者を抽出の上、「障害年金を受給していない理由」を尋

ねるアンケート調査を行うことを考えている。 

 現在、関係機関や団体の意見を聞きながら、調査設計を行っているところで

あり、改めて調査方法をお示するが、その際にはご協力をいただくよう、よろ

しくお願いしたい。 

 

(参考) 身体障害者の障害年金受給に係るサンプル調査の結果 

    335 人中、295 人から回答。（複数回答可） 

○障害の程度が年金の基準外等（受給権がなかった）  143 件（48％） 

○障害年金の制度を知らなかった           58 件（19％） 

○障害年金に該当しないと思った           41 件（13％） 

○手続き方法がわからなかった            15 件（ 5％） 

○他制度を受給                   12 件（ 4％） 

○よくわからない                  41 件（13％） 

○その他                       1 件（ 1％） 

  

 

２．また、身体障害者の障害年金受給に係るサンプル調査で「障害年金の制度を

知らなかった（１９％）」等との回答があったことから、３月中に通知で具体

的にお示しする予定であるが、都道府県や市区町村の障害保健福祉担当窓口等

におかれては、今後配布する日本年金機構作成のリーフレット・パンフレット

を活用いただいて、以下のような方法で障害年金制度の周知にご協力をいただ

くよう、よろしくご対応願いたい。 
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(1) 障害者手帳と同じ大きさのリーフレットを手帳交付時に手帳に挟んで配

布していただく。 

(2) 「障害年金請求のご案内」のパンフレットを既に置いていただいている

窓口のほか、保健所、精神保健福祉センターも含め、パンフレットを配置し

ていただく。 

(3) 障害支援事業所（基幹相談支援センターを含む。）において、障害者から

の相談時に障害年金のパンフレットを活用して障害年金を周知し、年金事務

所等の障害年金の相談窓口を案内していただく。 

(4) 知的・精神障害者の障害福祉サービス申請窓口や自立支援医療の申請窓

口においてもパンフレットを配置していただく。 

(5) 自治体の広報誌に記事を掲載していただく。 
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特別支援教育行政の現状と課題

文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課

課長補佐（併）発達障害支援専門官

三輪 善英

障害保健福祉主管課長会議 説明資料
平成２６年３月７日（金）

視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由

0.83（％）
（約９万１千人）

発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒
６.５％程度の在籍率

視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
病弱・身体虚弱

言語障害

視覚障害 知的障害
聴覚障害 肢体不自由

特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数 １０４０万人

（※２を除く数値は平成２４年５月１日現在）

自閉症
情緒障害
学習障害（ＬＤ）
注意欠陥多動性障害（ ＡＤＨＤ）

0.63％
（約６万６千人）

0.69％

（約３０万２千人）

※２

2.90％

（約７万２千人）

※１

視覚障害 肢体不自由
聴覚障害 病弱・身体虚弱
知的障害 言語障害

自閉症・情緒障害 1.58％

小 学 校 ・ 中 学 校

病弱・身体虚弱

特別支援学級

通常の学級

通級による指導

（約１６万４千人）

※１ ＬＤ（Learning  Disabilities）：学習障害、ＡＤＨＤ（Attention-Deficit / Hyperactivity  Disorder) ：注意欠陥多動性障害
※２ この数値は、平成２４年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。

○特別支援教育の現状～特別支援教育の対象の概念図（義務教育段階）～

（通常の学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約２千人）

（特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約１万８千人）
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複数の質問項目に対して担任教員が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で
著しい困難を示すとされた児童生徒の困難の状況のうち、主要なものは以下のとおり。

表 知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合

推定値（９５％信頼区間）

学習面又は行動面で著しい困難を示す ６．５％（６．２％～６．８％）

学習面で著しい困難を示す
Ａ：学習面で著しい困難を示す

４．５％（４．２％～４．７％）

行動面で著しい困難を示す ３．６％（３．４％～３．９％）

Ｂ：「不注意」又は「多動性－衝動
性」の問題を著しく示す

３．１％（２．９％～３．３％）

Ｃ：「対人関係やこだわり等」の問
題を著しく示す

１．１％（１．０％～１．３％）

学習面と行動面ともに著しい困難を示す １．６％（１．５％～１．７％）

Ａ かつ Ｂ １．５％（１．３％～１．６％）

Ｂ かつ Ｃ ０．７％（０．６％～０．８％）

Ｃ かつ Ａ ０．５％（０．５％～０．６％）

Ａ かつ Ｂ かつ Ｃ ０．４％（０．３％～０．５％）

（％）

（ポイント）

（％）

（ポイント）

（ポイント）

（％）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

5

10

15

20

25

70

0 1～7 8～14 15～21 22～28 29～35 36～42 43～49 50～54

図１ 学習面

図３ 行動面(対人関係やこだわり等)

図２ 行動面(不注意、多動性-衝動性)

通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする

児童生徒に関する調査結果（概要） 平成24年12月公表（文部科学省調査）

（ポイント）

（ポイント）

※調査対象：全国（岩手、宮城、福島の3県を除く）の公立の小・中学校の通常の学級に在籍する
児童生徒を母集団とする抽出調査（標本児童生徒数：53,882人（小学校：35,892人、中学校：
17,990人）、回収率は97％）

※留意事項：担任教員が記入し、特別支援教育コーディネーター又は教頭による確認を経て提出
した回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる診断や、医師による診断によるもので
はない。 従って、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒の割合を示すものではなく、発達
障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意。

表③ 知的発達に遅れはないものの学習面、各行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の学校種、学年別集計

表② 知的発達に遅れはないものの学習面、各行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の男女別集計

推定値
（９５％信頼区間）

学習面又は行動面で
著しい困難を示す

Ａ Ｂ Ｃ

男子 ９．３％
(8.9%～9.8%)

５．９％
(5.6%～6.3%)

５．２％
(4.8%～5.5%)

１．８％
(1.7%～2.1%)

女子 ３．６％
(3.3%～3.8%)

２．９％
(2.7%～3.2%)

１．０％
(0.9%～1.1%)

０．４％
(0.3%～0.5%)

推定値
（９５％信頼区間）

学習面又は行動
面で著しい困難
を示す

Ａ Ｂ Ｃ

小学校 ７．７％
(7.3%～8.1%)

５．７％
(5.3%～6.0%)

３．５％
(3.2%～3.7%)

１．３％
(1.1%～1.4%)

第１学年 ９．８％
(8.7%～10.9%)

７．３％
(6.5%～8.3%)

４．５％
(3.9%～5.3%)

１．５％
(1.1%～1.9%)

第２学年 ８．２％
(7.3%～9.2%)

６．３％
(5.6%～7.1%)

３．８％
(3.2%～4.5%)

１．５％
(1.1%～2.0%)

第３学年 ７．５％
(6.6%～8.4%)

５．５％
(4.8%～6.3%)

３．３％
(2.8%～3.9%)

１．０％
(0.7%～1.3%)

第４学年 ７．８％
(6.9%～8.8%)

５．８％
(5.0%～6.6%)

３．５％
(2.9%～4.2%)

１．２％
(0.9%～1.7%)

第５学年 ６．７％
(5.9%～7.7%)

４．９％
(4.2%～5.7%)

３．１％
(2.6%～3.7%)

１．１％
(0.9%～1.5%)

第６学年
６．３％

(5.6%～7.2%)
４．４％
(3.8%～5.1%)

２．７％
(2.2%～3.3%)

１．３％
(1.0%～1.7%)

推定値
（９５％信頼区間）

学習面又は行動
面で著しい困難
を示す

Ａ Ｂ Ｃ

中学校 ４．０％
(3.7%～4.5%)

２．０％
(1.7%～2.3%)

２．５％
(2.2%～2.8%)

０．９％
(0.7%～1.1%)

第１学年 ４．８％
(4.1%～5.7%)

２．７％
(2.2%～3.3%)

２．９％
(2.4%～3.6%)

０．８％
(0.6%～1.2%)

第２学年 ４．１％
(3.5～4.8%)

１．９％
(1.5%～2.3%)

２．７％
(2.2%～3.3%)

１．０％
(0.7%～1.3%)

第３学年 ３．２％
(2.7%～3.8%)

１．４％
(1.1%～1.9%)

１．８％
(1.4%～2.3%)

０．９％
(0.6%～1.3%)

＜小学校＞ ＜中学校＞
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通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査
結果（概要） ③
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調査結果 ＜Ⅱ．児童生徒の受けている支援の状況＞
（１）質問項目に対して担任教員が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい

困難を示すとされた児童生徒（推定値６．５％）の受けている支援の状況は、以下の表のとおり。

表④ 校内委員会における現在の特別な教育的支援の必要性の判断状況

推定値（９５％信頼区間）

必要と判断されている １８．４％ (16.6%～20.3%)
必要と判断されていない ７９．０％ (76.9%～81.1%)
不明 ２．６％ (1.6%～4.1%)

表⑤ 知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児
童生徒（推定値６．５％）の受けている支援状況の概観

推定値（９５％信頼区間）

現在、いずれかの支援がなされている ５５．１％ (52.8%～57.4%)
過去、いずれかの支援がなされていた ３．１％ (2.5%～3.9%)
いずれの支援もなされていない ３８．６％ (36.4%～40.9%)
不明 ３．１％ (2.1%～4.7%)

表⑥－１ 現在の通級による指導の状況

推定値（９５％信頼区間）

自校通級※１ ２．４％ (1.9%～3.0%)
他校通級※１ １．５％ (1.2%～2.0%)
受けていない ９３．３％ (91.8%～94.6%)
不明 ２．７％ (1.7%～4.3%)

推定値（９５％信頼区間）

自校通級※２ ０．８％ (0.5%～1.2%)
他校通級※２ ０．９％ (0.6%～1.3%)
受けていない ９７．４％ (96.7%～98.0%)
不明 ０．９％ (0.5%～1.5%)

表⑥－３ 「個別の教育支援計画」の作成状況

推定値（９５％信頼区間）

作成している※１ ７．９％ (6.7%～9.3%)
現在はないが過去に作成していた※２ １．３％ (0.9%～1.8%)
作成していない ８８．２％ (86.2%～89.8%)
不明 ２．７％ (1.7%～4.3%)

表⑥－４ 「個別の指導計画」の作成状況

推定値（９５％信頼区間）

作成している※１ ９．９％ (8.5%～11.4%)
現在はないが過去に作成していた※２ １．８％ (1.3%～2.3%)   
作成していない ８５．６％ (83.6%～87.4%)
不明 ２．７％ (1.7%～4.3%)

表⑥－５ 特別支援教育支援員の支援対象
※支援員一人が複数の児童生徒を支援している場合も含む

推定値（９５％信頼区間）

なっている※１ ８．５％ (7.3%～9.8%)
現在はなっていないが過去になっていた
※２

１．４％ (1.0%～2.0%)   

なっていない ８７．２％ (85.3%～88.8%)
不明 ３．０％ (1.9%～4.5%)

表⑥－６ 授業時間以外の個別の配慮・支援の状況
※補習授業の実施、宿題の工夫等

推定値（９５％信頼区間）

行っている※１ ２６．３％ (24.3%～28.5%)
現在は行っていないが過去に行っていた
※２

３．９％ (3.1%～4.7%)   

行っていない ６７．１％ (64.8%～69.4%)
不明 ２．７％ (1.7%～4.3%)

推定値（９５％信頼区間）

行っている※１ ４４．６％ (42.4%～46.9%)
現在は行っていないが過去に行っていた
※２

２．７％ (2.1%～3.5%)   

行っていない ４９．９％ (47.7%～52.2%)
不明 ２．７％ (1.7%～4.3%)

※「現在、いずれかの支援がなされている」とは、表⑥－１～⑥－７に示す各設問
等における各回答（※１）の一つあるいは複数で該当した場合を指す。

※「過去、いずれかの支援がなされていた」とは、現在、いずれかの支援がなされ
ている児童生徒（推定値55.1%）以外のうち、表⑥－１～⑥－７に示す各設問等
における各回答（※２）の一つあるいは複数で該当した場合を指す。
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表⑥－２ 過去の通級による指導の状況
※現在、通級による指導を受けていないと回答した児童生徒（推定値93.3%）を対象

表⑥－７ 授業時間内の教室内での個別の配慮・支援の状況
※特別支援教育支援員による支援を除く
※座席市の配慮、コミュニケーション上の配慮、習熟度別学習における配慮、

個別の課題の工夫等

通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（概要） ④

調査結果 ＜Ⅱ．児童生徒の受けている支援の状況＞
（２）質問項目に対して担任教員が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい

困難を示すとされた児童生徒（推定値６．５％）のうち、校内委員会において、現在、特別な教育的支援が必要と
判断された児童生徒（推定値１８．４％）の受けている支援の状況は、以下の表のとおり。

表⑦ 校内委員会において、現在、特別な教育的支援が必要と判断された児童生徒の受け
ている支援状況の概観

推定値（９５％信頼区間）

現在、いずれかの支援がなされている ９２．２％ (89.4%～94.3%)
過去、いずれかの支援がなされていた １．８％ (1.0%～3.2%)
いすれの支援もなされていない ６．０％ (4.2%～8.5%)
不明 －

表⑧－１ 現在の通級による指導の状況

推定値（９５％信頼区間）

自校通級 １０．１％ (7.7%～13.2%)  
他校通級 ６．９％ (5.1%～9.3%) 

受けていない ８３．０％ (79.4%～86.0%)
不明 －

表⑧－３ 「個別の教育支援計画」の作成状況

表⑧－２ 過去の通級による指導の状況
※現在、通級による指導を受けていないと回答した児童生徒（推定値８３．０％）を対象

推定値（９５％信頼区間）

自校通級 ２．０％ (1.1%～3.6%)  
他校通級 １．７％ (0.8%～3.5%) 
受けていない ９５．０％ (92.5%～96.7%)
不明 １．４％ (0.6%～3.1%) 

推定値（９５％信頼区間）

作成している ３２．１％ (27.0%～37.7%)  
現在はないが過去に作成していた ２．４％ (1.4%～4.0%) 
作成していない ６５．５％ (59.9%～70.8%)
不明 －

表⑧－４ 「個別の指導計画」の作成状況

推定値（９５％信頼区間）

作成している ４３．２％ (38.0%～48.5%)  
現在はないが過去に作成していた ２．８％ (1.7%～4.6%) 
作成していない ５４．０％ (48.7%～59.2%)
不明 －

表⑧－５ 特別支援教育支援員の支援対象
※支援員一人が複数の児童生徒を支援している場合も含む

推定値（９５％信頼区間）

なっている ３２．４％ (27.8%～37.4%)
現在はなっていないが過去になっていた ４．３％ (2.7%～6.8%)   
なっていない ６２．９％ (58.0%～67.6%)
不明 ０．３％ (0.1%～1.4%)

表⑧－６ 授業時間以外の個別の配慮・支援の状況
※補習授業の実施、宿題の工夫等

推定値（９５％信頼区間）

行っている ４８．７％ (43.8%～53.6%)
現在は行っていないが過去に行っていた ４．０％ (2.7%～5.9%)   
行っていない ４７．３％ (42.5%～52.2%)
不明 －

表⑧－７ 授業時間内の教室内での個別の配慮・支援の状況
※特別支援教育支援員による支援を除く
※座席位置の配慮、コミュニケーション上の配慮、習熟度別学習における
配慮、個別の課題の工夫等

推定値（９５％信頼区間）

行っている ７３．７％ (69.5%～77.5%)
現在は行っていないが過去に行っていた ３．７％ (2.2%～6.0%)   
行っていない ２２．７％ (18.9%～26.9%)
不明 －

※「現在、いずれかの支援がなされている」、「過去、いずれかの支援がなされていた」
とは、表⑤と同様に集計。
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通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（概要） ⑤
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

②国公私立計・幼小中高計・管理職研修受講率－全国集計グラフ（平成24年度）

①国公私立計・幼小中高計・教員研修受講率－全国集計グラフ（平成24年度）

受講済 728,006人

（72.1％）

未受講 282,226人

（27.9%）

うち行政研修受講

482,323人 （47.7%）

受講済 79,889人

（85.2%）

未受講

13,913人（14.8%）

うち行政研修受講
70,009名（74.6％）

○特別支援教育の現状

～特別支援教育に関する教員研修の受講状況（平成24年９月１日現在）～
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・ 特別支援学校全体の免許状保有率及び新規採用者の保有率ともやや上昇
（平成24年度）

※平成18年度の全体及び新規採用者の数値は、在籍校種の免許状保有者の割合を示す。
平成19年度～24年度は、いずれの数値も「当該障害種の免許状保有者」と「自立教科等の免許
状保有者（当該障害種）」を合わせた割合を示す。

・免許状保有者の採用・配置、非保有者への認定講習の受講促進など、計画的な
取組が必要

特別支援学校教諭等免許状の保有状況
（特別支援学校における在籍校種の免許状保有率の経年比較）

61.1%

68.3%
69.0% 69.5% 70.0% 70.3%

71.1%

59.1%

57.3%

60.0%
61.3%

60.3% 59.9% 60.1%

48.0%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

64.0%

66.0%

68.0%

70.0%

72.0%

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

在籍校種の免許状保有率の経年比較（平成１8年度～24年度）

全体

新規採用者

○特別支援教育の現状 ～特別支援学校教諭等免許状の保有状況～
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○平成２６年度特別支援教育関係予算等 ～障害のある児童生徒等の自立・社会参加の加速化に向けた特別支援教育の充実～

平成26年度予算額(案)１３１億円 （平成25年度予算額９９億円）

【新規】自立・社会参加に向けた高等学校段階における特別支援教育充実事業 449百万円
発達障害を含め障害のある生徒の将来の自立と社会参加に向けた適切な指導を行うため、企業と連携した教員の研修、就労先開拓・職場定着支

援のためのコーディネーターの配置など、キャリア教育・就労支援等の充実を図る。また、教科指導等を通した個々の能力・才能を伸ばす教育課程の
編成に関する研究を実施する。
◆キャリア教育・就労支援等の充実事業 40地域・就職支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 約40人配置
◆個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育ﾓﾃﾞﾙ事業 27地域・自立活動等担当教員 約30人配置

【新規】学習上の支援機器等教材活用促進事業 584百万円
障害のある児童生徒等の学習上の困難軽減のため、ニーズのある利用しやすい支援機器等の教材開発を支援する。さらに、支援機器等ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

を活用した指導方法の実践研究を行うとともに、支援機器等教材についての情報を一元的に集約・データベース化し、全国的な活用を促進する。また、
デイジー教材等の教科書デジタルデータを活用した音声教材等の効率的な製作方法の調査研究等を行う。
◆学習上の支援機器等教材研究開発支援事業 9箇所 ◆支援機器等教材普及促進事業（特総研）
◆支援機器等教材を活用した指導方法充実事業 ◆教科書デジタルデータを活用した拡大教科書、音声教材等普及促進プロジェクト

【拡充】早期からの教育相談・支援体制構築事業 335百万円 （70百万円）
障害のある子供に対する早期からの教育相談及び支援体制の構築を推進するため、教育と保育、福祉、保健、医療等の連携推進、情報提供等の

取組を支援する。 ◆16地域 → 40地域 ◆早期支援コーディネーター 約50人配置 → 約120人配置

（早期支援）

（学習上の支援及び教材の開発）

（ｷｬﾘｱ教育・就労支援等、個々の能力・才能を伸ばす教科指導等の充実）

（人的配置の充実）

（教職員の専門性向上）
【拡充】発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援・教職員の専門性向上事業 586百万円 （78百万円）

発達障害に関する教職員の専門性の向上を図るため、拠点校での研修などの実践的な取組等や大学における教職員の育成プログラム開発事業に
加え、発達障害の可能性のある児童生徒を念頭に置き、外部人材を活用することにより、クラス全体にとってわかりやすい指導の工夫など早い段階か
らの支援の在り方について研究事業を行う。
◆発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援研究事業（新規） 40地域・5大学・発達障害支援アドバイザー 約80人配置
◆発達障害理解推進拠点事業（拡充） 18校・地域→40校・地域 ◆発達障害に関する教職員育成プログラム開発事業（拡充） 4大学→7大学

【拡充】加配教職員定数
発達障害や比較的軽度の障害のある児童生徒のためのいわゆる通級指導への対応や特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置等。 ◆235人の改善増

■
共
生
社
会
の
形
成
に
向
け
た
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム
の
構
築
（イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム
構
築
事
業
）
等

（就学の支援）
特別支援教育就学奨励費負担等 10,151百万円 （8,403百万円）

特別支援学校及び特別支援学級等に就学する障害のある児童生徒等の保護者への経済的負担軽減のため、通学費、学用品費等の経費を援助。
◆高校授業料無償化制度の見直しによる対応 特別支援学校高等部の生徒の通学費、学用品費等の支援を拡充

就
学
前

学
校
教
育

自
立
と
社
会
参
加

（学校施設整備）

特別支援学校の教室不足解消のための補助制度の創設
廃校になった施設や、既存の公立小中・高等学校の空き教室を改修し、特別支援学校の新設、分校・分教室として整備。 ◆補助率：1/3
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障
害
者
雇
用
の
状
況

○
民
間
企
業
の
雇
用
状
況

実
雇

用
率

1
.7
6
％

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
割

合
4
2
.7
％

○
法
定
雇
用
率
に
は
届
か
な
い
も
の
の
、
雇

用
者

数
は
10

年
連

続
で
過

去
最

高
を
更

新
し
、
数

、
率

と
も
に
過

去
最

高
の

伸
び
幅

。
障
害
者
雇
用
は
着
実
に
進
展
。

（
平
成
25

年
6月

1日
現
在
）

２
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0
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00
0

16
0,

00
0
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0,

00
0

16
年
度

17
年
度

18
年
度

19
年
度

20
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る
障

害
者

の
職

業
紹

介
状

況

○
平
成

24
年

度
の

就
職

件
数

・
新

規
求

職
者

数
は

、
前

年
度

か
ら
更

に
増

加
。

○
特
に
、
就
職
件
数
は

68
,3

21
件

と
３
年

連
続

で
過

去
最

高
を
更

新
。

就
職

件
数

の
前

年
度

比
（
％

）

就
職

件
数

（
件

）

新
規

求
職

申
込

件
数

（
件

）
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0

（
件

）

（
％

）
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ー
ワ
ー
ク
の
障
害
種
別
の
職
業
紹
介
状
況
（
就
職
件
数
）

平
成
１
６
年
度

平
成
２
４
年
度

身
体
障
害
者

22
,9
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件

64
.1
％

全
数

全
数

身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

精
神

障
害

者
そ
の

他
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7件 2
.7
％

知
的
障
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者

精
神

障
害

者
そ
の

他
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0
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％
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％

3,
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％
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件
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％
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30
件
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％
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件
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.9
％

３
５
，
８
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１
件

６
８
，
３
２
１
件
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況
（
就
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成
2
5
年

4
月

～
1
2
月

）
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数

６
０
，
１
５
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１
．
障

害
者

の
権

利
に
関

す
る
条

約
の

批
准

に
向

け
た
対

応

障
害

者
の

雇
用

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

の
概

要

雇
用

の
分

野
に
お
け
る
障

害
者

に
対

す
る
差

別
の

禁
止

及
び
障

害
者

が
職

場
で
働

く
に
当

た
っ
て
の

支
障

を
改

善
す
る

た
め
の

措
置

（
合

理
的

配
慮

の
提

供
義

務
）
を
定

め
る
と
と
も
に
、
障

害
者

の
雇

用
に
関

す
る
状

況
に
鑑

み
、
精

神
障

害
者

を
法

定
雇

用
率

の
算

定
基

礎
に
加

え
る
等

の
措

置
を
講

ず
る
。

（
１
）
障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
的
取
扱
い
を
禁
止
す
る
。

（
２
）
合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務

事
業
主
に
、
障
害
者
が
職
場
で
働
く
に
当
た
っ
て
の
支
障
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

た
だ
し
、
当
該
措
置
が
事
業
主
に
対
し
て
過
重
な
負
担
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
場
合
を
除
く
。

（
想

定
さ
れ

る
例

）
・

車
い
す
を
利
用
す
る
方
に
合
わ
せ
て
、
机
や
作
業
台
の
高
さ
を
調
整
す
る
こ
と

・
知
的
障
害
を
持
つ
方
に
合
わ
せ
て
、
口
頭
だ
け
で
な
く
分
か
り
や
す
い
文
書
・
絵
図
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と

→
（
１
）
（
２
）
に
つ
い
て
は
、
公
労
使
障
の
四
者
で
構
成
さ
れ
る
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
「
指
針
」
に
お
い
て

具
体

的
な
事

例
を
示

す
。

（
３
）
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
援
助

①
事
業
主
に
対
し
て
、
（
１
）
（
２
）
に
係
る
そ
の
雇
用
す
る
障
害
者
か
ら
の
苦
情
を
自
主
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
努
力
義
務
化
。

②
（
１
）
（
２
）
に
係
る
紛
争
に
つ
い
て
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
（
紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る
調
停

や
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
勧
告
等
）
を
整
備
。

２
．
法
定
雇
用
率
の
算
定
基
礎
の
見
直
し

法
定
雇
用
率
の
算
定
基
礎
に
精
神
障
害
者
を
加
え
る
。
た
だ
し
、
施
行
（
Ｈ
30

）
後
５
年
間
に
限
り
、
精
神
障
害
者
を
法
定
雇
用
率
の
算
定

基
礎
に
加
え
る
こ
と
に
伴
う
法
定
雇
用
率
の
引
上
げ
分
に
つ
い
て
、
本
来
の
計
算
式
で
算
定
し
た
率
よ
り
も
低
く
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

３
．
そ
の

他

障
害
者
の
範
囲
の
明
確
化
そ
の
他
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

施
行
期
日
：平

成
28
年
4月

1日
（た

だ
し
、
２
は
平
成
30
年
4月

1日
、
３
（障

害
者
の
範
囲
の
明
確
化
に
限
る
。
）は

公
布
日
（平

成
25
年
6月

19
日
））
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Ⅳ
障

害
者

雇
用

の
更

な
る
促

進
の

た
め
の

環
境

整
備

◆
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
地

域
の

関
係

機
関

が
連

携
し
、
就

職
か

ら
職

場
定

着
ま
で
一

貫
し
た
支

援
を
行

う
「
チ
ー
ム
支

援
」
の

実
施

体
制

の
強

化
等

に
よ
る
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の

マ
ッ
チ
ン
グ
機

能
の

強
化

や
「
障

害
者

ト
ラ
イ
ア
ル

雇
用

事
業

」
の

改
革

・
拡

充
を
実

施

Ⅱ
精

神
障

害
、
発

達
障

害
、
難

病
な
ど
の

障
害

特
性

に
応

じ
た
就

労
支

援
の

推
進

◆
精

神
障

害
者

へ
の

大
幅

な
就

労
支

援
の

強
化

◇
事

業
主

が
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
等

の
紹

介
に
よ
り
障

害
者

を
試

行
雇

用
し
、
試

行
雇

用
終

了
後

に
常

用
雇

用
へ

の
移

行
を
促

進
す
る

「
障

害
者

ト
ラ
イ
ア
ル

雇
用

事
業

」
に
つ
い
て
、
精

神
障

害
者

の
試

行
雇

用
期

間
を
最

大
1
2
か

月
に
拡

充
（
Ⅳ

の
一

部
再

掲
）

◇
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の

「
精

神
障

害
者

雇
用

ト
ー
タ
ル

サ
ポ
ー
タ
ー
」
を
拡

充
し
専

門
的

支
援

の
強

化
◇

地
域

、
企

業
規

模
、
産

業
等

に
応

じ
た
精

神
障

害
者

・
発

達
障

害
者

の
雇

用
ノ
ウ
ハ

ウ
の

蓄
積

を
図

る
た
め
の

モ
デ
ル

事
業

の
実

施
等

（
Ⅲ

の
一

部
再

掲
）

◆
発

達
障

害
者

・
難

病
患

者
へ

の
就

労
支

援
の

着
実

な
実

施
◇

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の

「
就

職
支

援
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
（
発

達
障

害
者

支
援

分
）
」
を
拡

充
し
、
き
め
細

か
な
支

援
を
実

施
等

◇
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
「
難

病
患

者
就

職
サ

ポ
ー
タ
ー
」
を
配

置
し
、
難

病
相

談
・
支

援
セ
ン
タ
ー
と
の

連
携

を
強

化
等

平
成

２
６
年

度
予

定
額

２
５
８
.
４
（
２
１
７
.
２
）
億

円
※

括
弧

書
き
は

前
年

度
予

算
額

５
２
．
０
（
３
０
．
２
）
億

円

２
９
．
７
（
９
．
６
）
億

円

障
害

者
に
対

す
る
就

労
支

援
の

推
進

～
平
成
2
6
年
度
障
害
者
雇
用
施
策
関
係
予
算
案
の
ポ
イ
ン
ト
～

Ⅴ
障

害
者

の
職

業
能

力
開

発
支

援
の

強
化

５
８
．
９
（
５
０
．
５
）
億

円

Ⅰ
改

正
障

害
者

雇
用

促
進

法
の

円
滑

な
施

行
に
向

け
た
取

組
の

推
進

４
６
（
３
４
）
百

万
円

Ⅲ
中

小
企

業
に
重

点
を
置

い
た
支

援
策

の
充

実
や

地
域

の
関

係
機

関
と
の

連
携

等
に
よ
る

「
福

祉
」
、
「
教

育
」
、
「
医

療
」
か

ら
「
雇

用
」
へ

の
移

行
推

進
◆

中
小

企
業

等
に
対

し
障

害
者

雇
用

に
関

す
る
課

題
へ

の
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
等

の
実

施
等

◆
地

域
の

関
係

機
関

と
の

連
携

等
に
よ
る
「
福

祉
」
、
「
教

育
」
、
「
医

療
」
か

ら
「
雇

用
」
へ

の
移

行
推

進
◇

中
小

企
業

の
障

害
者

雇
用

へ
の

不
安

等
を
解

消
す
る
た
め
、
労

働
局

に
専

門
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配

置
し
、
福

祉
、

教
育

、
医

療
等

の
関

係
機

関
と
連

携
し
、
職

場
実

習
の

推
進

や
事

業
所

見
学

会
等

を
実

施
◇

就
業

面
と
生

活
面

の
一

体
的

な
支

援
を
行

う
「
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ
ン
タ
ー
」
に
お
け
る
職

場
定

着
支

援
の

機
能

強
化

◇
医

療
機

関
を
活

用
し
た
精

神
障

害
者

の
就

労
支

援
の

モ
デ
ル

事
業

の
実

施

６
６
．
１
（
５
２
．
５
）
億

円
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「
ト
ラ
イ
ア
ル

雇
用

」
に
よ
る
障

害
者

雇
用

の
推

進
～

障
害

者
ト
ラ
イ
ア
ル

雇
用

事
業

～

事
業
主
の
障
害
者

雇
⽤
の
理
解
の
促

進
等

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
の
紹
介
に
よ
り
、
障
害
者
を
事
業
主
が
試
⾏
雇
⽤
（
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
⽤
＝
原
則
３
か
⽉
）
の
形
で
受
け

⼊
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
雇
⽤
に
つ
い
て
の
理
解
を
促
し
、
試
⾏
雇
⽤
終
了
後
の
常
⽤
雇
⽤
へ
の
移
⾏
を
進
め
る
こ
と

を
⽬
的
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
事
業
主
に
対
し
て
は
、
障
害
者
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
⽤
奨
励
⾦
（
⽉
額
４
万
円
､最
⼤
3ヶ

⽉
）
を
⽀
給
し
、
そ
の
取
組

を
促
進
し
て
い
ま
す
。

ト
ラ
イ
ア
ル

雇
用

（
３
か

月
間

の
有

期
雇

用
）

※
精
神
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
3か

月
か

ら
最

大
12

か
月
と
す
る

不
安

障
害
者

事
業
主

常 ⽤ 雇 ⽤

障
害
に
応
じ
た

職
場
の
配
慮
事
項

が
分
か
ら
な
い

ど
の
よ
う
な
仕
事
が

適
職
か
分
か
ら
な
い

就
職
は
初
め
て
な
の
で
、

職
場
で
の
仕
事
に
耐
え
ら

れ
る
の
か
不
安

訓
練
を
受
け
た

こ
と
が

実
際

に

役
立
つ
か
不
安

ど
の
よ
う
な
仕
事
を

担
当
さ
せ
れ
ば
よ
い

か
分
か
ら
な
い

身
体
障
害
者
は
雇
用
し
て
い
る
が
、

知
的
障
害
者
を
雇
用
す
る
の
は
初
め
て

障
害

者
へ

の
接

し
方

、
雇
用
管
理
が
分
か
ら

な
い

不
安

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等

の
紹

介

7
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・
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ
ン
タ
ー

・
就

労
移

行
支

援
事

業
所

・
医

療
機

関
等

地
域

障
害

者
職
業
セ
ン
タ
ー

精
神

障
害

者
（
新

規
求

職
者

約
5
7
,0
0
0
人

)

精
神

障
害

者
雇

用
ト
ー
タ
ル

サ
ポ
ー
タ
ー
に
つ
い
て

○
緊
張
感
や
不
安
感
が
非
常
に
強
い
者

○
生
活
面
で
の
課
題
が
あ
る
者

○
離

転
職

を
繰

り
返

す
者

○
障

害
受

容
や

認
知

が
十

分
で
な
い
者

○
障
害
の
開
示
を
検
討
中
の
者

○
安

定
所

以
外

の
支

援
機

関
の

援
助

が
得

ら
れ

な
い
者

（
約

7
割

）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
求
職
者
本
人
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
就
職
に
向
け
た
準
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す

る
と
と
も
に
、
企
業
に
対
し
て
精
神
障
害
者
の
雇
用
に
関
す
る
意
識
啓
発
な
ど
の
業
務
を
実
施

○
平
成
24

年
度
実
績

就
職
に
向
け
た
次
の
段
階
へ
の
移
行
率

61
.7
%

※
相

談
支

援
を
終

了
し
た
者

の
う
ち
、
就
職

、
職

業
訓
練

等
へ
移

行
し
た
割

合

概
要

・
職

業
評

価
・
準

備
支

援
・
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ

支
援

依
頼

連
携

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

専
門

援
助

部
門

専
門

機
関

業
務

内
容

精
神

障
害

者
雇

用
ト
ー
タ
ル

サ
ポ
ー
タ
ー

精
神
障
害
者
に
対
す
る
支
援

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

・
就

職
準

備
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

実
施

・
職

場
実

習
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

・
専

門
機

関
へ

の
誘

導
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

企
業
へ
の
働
き
か
け

・
意

識
啓

発
・
対
象
者
に
応
じ
た
職
場
の
開
拓

・
企

業
の

雇
用

事
例

の
収

集
・
精

神
保

健
福

祉
士

・
臨

床
心

理
士

等
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地
域

障
害

者
職

業
セ
ン
タ
ー

発
達

障
害

者
支

援
セ
ン
タ
ー

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の

専
門

援
助

部
門

そ
の

他
の

支
援

機
関

専
門
支
援
機
関
等

若
年

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
要

支
援

者
就

職
プ
ロ
グ
ラ
ム

●
ニ
ー
ト
等

の
若

年
者

に
対

す
る
就

職
支

援
と
障

害
者

に
対

す
る
就

労
支

援
の

両
面

か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
に
困

難
を
抱

え
る
要

支
援

者
向

け
の

総
合

的
な
支

援
を
行

う
事

業
を
実

施
。

①
若
年
者
の
就
職
支
援
を
行
う
機
関
と
障
害
者
の
就
労
支
援
機
関
の
連
携
体
制
を
構
築
。

②
発
達
障
害
等
、
様
々
な
要
因
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
困
難
を
抱

え
て
い
る
要
支
援
者

に
対
し
て
、
自
ら
の
特
性
と
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
気
づ
き
を
促
し
、
適
切
な
支
援
へ
の
誘
導

を
行
う
。

③
発
達
障
害
者
に
対
す
る
専
門
的
支
援
の
強
化
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
要
支
援
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
適
切
な
相
談
・
支
援
を
実
施
し
、
要
支
援
者
の
円
滑
な
就
職

の
促
進
を
図
る
。

就 職

就
職

支
援

ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

（
発

達
障

害
者

等
支

援
分

）

・
発
達
障
害
者
に
対
し
、
知
識
と
経
験
を
持
つ
精
神
科
医
や
学
識
者
、

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
等
の
専
門
家
を
労
働
局
に
お
い
て

委
嘱
。

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
職
員
や
就
職
支
援
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
に
よ
る
発
達
障
害

者
等
の
日
常
的
な
支
援
に
対
し
て
、
専
門
的
知
見
に
基
づ
く
助
言
・
指

導
を
実
施
。

発
達
障
害
者
専
門
指
導
監

連
携

障
害
者
向
け
専
門
支
援

を
選
択
す
る
者

障
害
者
向
け
専
門
支
援

を
選
択
し
な
い
者

誘
導

就
職

支
援
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
に
よ
る

個
別

支
援

求
人

開
拓

面
接

・
同

行

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

対
人

技
能

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

事
業

所
見

学

個
別
支
援
を
経
た
後
、

専
門
支
援
を
希
望
す
る
者

誘
導

【
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の

一
般

相
談

窓
口

に
配

置
】 障
害

者
就

業
・

生
活

支
援

セ
ン
タ
ー

連
携

高
等
学
校
等
の
教
育
機
関

若
年
者
の
就
職
支
援
機
関

発
達

障
害

者
支

援
セ
ン
タ
ー

当
事

者
団

体

若
年

求
職

者
（
3
4
歳
以

下
）

●
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
対
人
関
係
に

困
難
を
抱
え
て
い
る
者

●
不
採
用
が
連
続
し
て
い
る
者

●
短
期
間
で
離
転
職
を
繰
り
返
す
者

●
発
達
障
害
の
診
断
を
有
す
る
者
あ
る
い
は

疑
い
の
あ
る
者

【
就

職
支

援
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
（
発

達
障

害
者

等
支

援
分

）
に
よ
る
支

援
ス
キ
ー
ム
】
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ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
「
難
病
患
者
就
職
サ
ポ
ー
タ
ー
」
（
※
）
を
配
置
し
、
難
病
相
談
・
⽀
援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
な
が
ら
、

就
職
を
希
望
す
る
難
病
患
者
に
対
す
る
症
状
の
特
性
を
踏
ま
え
た
き
め
細
や
か
な
就
労
⽀
援
や
、
在
職
中
に
難
病
を
発
症
し
た

患
者
の
雇
⽤
継
続
等
の
総
合
的
な
就
労
⽀
援
を
⾏
う
。

※
配

置
数

：
全

国
１
５
人

配
置
場
所

：
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
専
門
援
助
窓
口

活
動

日
数

：
月

１
０
日

勤
務

採
用

要
件

：
難

病
患

者
の

相
談

に
関

す
る
業

務
経

験
１
年

以
上

等

難
病
相
談
・
⽀
援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
た
就
労
⽀
援
の
実
施

難
病
患
者

●
就
労
を
希
望
す
る
者

●
在
職
中
に
難
病
を
発
症
し
た
者

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

専
⾨
援
助
部
⾨

難
病
患
者
就
職

サ
ポ
ー
タ
ー

難
病
患
者
に
対
す
る

⽀
援

・
相

談
（
適

性
、
職

域
の

分
析

等
）

・
専

門
支

援
機

関
へ

の
誘

導
・
面

接
・
同

行
・
就

職
後

の
フ
ォ
ロ
ー

地
域
障
害
者

職
業
セ
ン
タ
ー

障
害
者
就
業
・
⽣
活
⽀
援

セ
ン
タ
ー

医
療
機
関

保
健
所

等

各
専
⾨
⽀
援
機
関

連
携

連
携

事
業
主
等
に
対
す
る
理

解
促
進

・
事

業
主

に
対

す
る
啓

発
・
求

人
開

拓
・
支

援
制

度
に
関

す
る
情

報
提
供

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
各
部
⾨

職
業
紹
介
担
当

求
⼈
担
当

職
業
訓
練
担
当

等

地
域
の
関
係
機
関
の
連
絡
調
整

・
難

病
相

談
・
支

援
セ
ン
タ
ー
等

と
の

連
絡

調
整

・
連

絡
協

議
会

の
開

催

難
病
相
談
・
⽀
援
セ
ン
タ
ー

難
病
相
談
・
⽀
援
員
等
に
よ
る

⽀
援

・
治

療
・
生

活
等

に
係

る
相

談
、

助
言

・
指

導

難
病
相
談
・
⽀
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

出
張
相
談
等

・
難

病
患

者
に
対

す
る
出

張
相

談
・
対

象
者

の
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
へ

の
誘

導
・
難

病
相

談
・
支

援
員

等
へ

の
情

報
提

供

出
張
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企
業

○
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ

○
相

談
支

援
事

業
所

○
福

祉
事

務
所

○
発

達
障

害
者

支
援

セ
ン

タ
ー

○
難

病
相

談
・

支
援

セ
ン

タ
ー

○
医

療
機

関
(※

2
)

等

・
専

門
援

助
部

門
が

担
当

・
就

職
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

配
置

し
、

関
係

機
関

と
調

整

主
査

：
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
職

員

そ
の

他
の

就
労

支
援

者

就
職
を
希
望
し
て
い
る

福
祉
施
設
利
用
者
等

就 労 支 援 計 画 の 作 成

チ ー ム 構 成 員 が 連 携

し て 支 援 を 実 施

フ ォ ロ ー ア ッ プ

就
職

に
向

け
た

取
り

組
み

就
職

職
場
定
着

職
業
生
活

の
安
定

就
労

支
援

・
生

活
支

援
職

場
定

着
支

援
・

就
業

生
活

支
援

障
害

者
就

労
に
向

け
た
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
を
中

心
と
し
た
「
チ
ー
ム
支

援
」

○
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

○
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
(※

1
)

○
就

労
移

行
支

援
事

業
所

○
職

業
能

力
開

発
校

○
特

別
支

援
学

校

副
主

査
：

福
祉

施
設

等
職

員

【
24

年
度

実
績

】
支

援
対

象
者

数
21
,6
35

人
就

職
者

数
10
,6
36

人
就

職
率

49
.2
％

障
害

者
就

労
支

援
チ
ー
ム

（
※
1）

可
能
な
限
り
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
が
チ
ー
ム
に
参
加
し
、
生
活
面
の
支
援
を
継
続
的
に
実
施
。

（
※
2）

支
援
対
象
者
が
医
療
機
関
を
利
用
し
て
い
る
場
合
は
、
医
療
機
関
に
対
し
て
チ
ー
ム
へ
の
参
加
を
積
極
的
に
依
頼
。

○
福

祉
施

設
等

の
利

用
者

を
は

じ
め
、
就

職
を
希

望
す
る
障

害
者

一
人

ひ
と
り
に
対

し
て
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
職

員
（
主

査
）
と
福

祉
施

設
等

の
職

員
、
そ
の

他
の

就
労

支
援

者
が

チ
ー
ム
を

結
成

し
、
就

職
か

ら
職

場
定

着
ま
で
一

貫
し
た
支

援
を
実

施
（
平

成
1
8
年

度
か

ら
実

施
）
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○
就
労
支
援
機
関
、
特
別
支
援
学
校
、
医
療
機
関
等
を
対
象
と
し
た

就
労
支
援
セ
ミ
ナ
ー

○
障

害
者

と
そ
の

保
護

者
等

を
対
象

と
し
た
事
業
所
見
学
会

○
就
労
支
援
機
関
等
の
職
員
、
企
業
の
人
事
担
当
者
等
を
対
象

と
し
た
事
業
所
見
学
会

○
障
害
者
就
労
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
就
労
支
援
機
関
、
特
別
支

援
学
校
、
医
療
機
関
等
へ
の
助
言

企
業

と
障

害
者

や
そ
の

保
護

者
、
就

労
支

援
機

関
・
特

別
支

援
学

校
の

教
職

員
の

企
業

で
の

就
労

に
対

す
る
不

安
感

等
を
払

拭
さ

せ
る
と
と
も
に
、
企

業
で
の

就
労

へ
の

理
解

促
進

を
図

る
た
め
、
地

域
の

ニ
ー
ズ
を
踏

ま
え
て
次

の
取

組
み

を
実

施
。

○
就

労
支

援
セ
ミ
ナ
ー
、
事

業
所

見
学

会
、
障

害
者

就
労

ア
ド
バ

イ
ザ

ー
の

助
言

等
に
よ
る
企

業
理

解
の

促
進

○
関

係
機

関
へ

の
職

場
実

習
協

力
事

業
所

情
報

の
提

供
、
実

習
受

入
の

依
頼

等
に
よ
る
障

害
者

に
対

す
る
職

場
実

習
の

推
進

一
般

雇
用

の
理

解
促

進

福
祉

、
教

育
、
医

療
か

ら
雇

用
へ

の
移

行
推

進
事

業

都
道

府
県

労
働

局
に
よ
る
事

業
計

画
の

策
定

○
地

域
の

関
係

機
関

に
よ
る
雇

用
移

行
推

進
連

絡
会

議
を
設

置
し
、
意

見
を
聴

取
○

地
域

の
状

況
・
ニ
ー
ズ
を
踏

ま
え
た
、
事

業
の

効
率

的
、
効

果
的

な
実

施
に
係

る
企

画
立

案

都
道

府
県

労
働

局
に
よ
る
事

業
の

実
施

○
職
場
実
習
に
協
力
す
る
意
思
の
あ
る
事
業
所
の
情
報
収
集

○
関
係
機
関
へ
の
職
場
実
習
協
力
事
業
所
の
情
報
提
供

○
実
習
実
施
に
係
る
職
場
実
習
協
力
事
業
所
へ
の
受
入
依
頼

○
一
定
の
場
合
に
、
実
習
者
の
損
害
保
険
手
続
き
、
協
力
事
業
所

へ
の
謝
金
支
払
、
実
習
を
補
助
す
る
実
習
指
導
員
の
派
遣

○
職
場
実
習
の
た
め
の
合
同
面
接
会
の
実
施

職
場

実
習

の
推

進

障
害

者
に
対

す
る
職

場
実

習
推

進
企

業
就

労
理

解
促

進
事

業

※
平

成
25

年
度
に
お
い
て
は
、
就
職
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
一
般
雇
用
移
行
分
）
（
計
32

名
）
を
配
置
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障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

業
務

の
内

容
就

業
及

び
そ

れ
に

伴
う

日
常

生
活

上
の

支
援

を
必

要
と

す
る

障
害

の
あ

る
方

に
対

し
、

セ
ン

タ
ー

窓
口

で
の

相
談

や
職

場
・

家
庭

訪
問

等
を

実
施

し
ま

す
。

＜
就

業
面

で
の

支
援

＞

○
就

業
に

関
す

る
相

談
支

援

・
就

職
に

向
け

た
準

備
支

援
（

職
業

準
備

訓
練

、

職
場

実
習

の
あ

っ
せ

ん
）

・
就

職
活

動
の

支
援

・
職

場
定

着
に

向
け

た
支

援

○
障

害
の

あ
る

方
そ

れ
ぞ

れ
の

障
害

特
性

を
踏

ま
え

た
雇

用
管

理
に

つ
い

て
の

事
業

所
に

対
す

る
助

言

○
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整

＜
生

活
面

で
の

支
援

＞

○
日

常
生

活
・

地
域

生
活

に
関

す
る

助
言

・
生

活
習

慣
の

形
成

、
健

康
管

理
、

金
銭

管
理

等
の

日
常

生
活

の
自

己
管

理
に

関
す

る
助

言

・
住

居
、

年
金

、
余

暇
活

動
な

ど
地

域
生

活
、

生
活

設
計

に
関

す
る

助
言

○
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整

雇
用

と
福

祉
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

障
害

の
あ

る
方

相
談

地
域

障
害

者

職
業

セ
ン

タ
ー

専
門

的
支

援
の

依
頼

生
活

支
援

（
生

活
支

援
担

当
者

1
名

）
就

業
支

援
（

就
業

支
援

担
当

者
2
～

６
名

）

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

事
業

主

職
場

適
応

支
援

求
職

活
動

支
援

特
別

支
援

学
校

連
携

保
健

所
保

健
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

調
整

福
祉

事
務

所
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

調
整

医
療

機
関

医
療

面
の

相
談

○
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整

○
日

常
生

活
・

地
域

生
活

に
関

す
る

助
言

○
就

業
に

関
す

る
相

談
支

援

○
障

害
特

性
を

踏

ま
え

た
雇

用
管

理

に
関

す
る

助
言

○
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整

一 体 的 な 支 援

自
立

・
安

定
し

た
職

業
生

活
の

実
現

技
術

的
支

援

就
労

移
行

支
援

事
業

者
等

基
礎

訓
練

の
あ

っ
せ

ん 対
象

者
の

送
り

出
し

【
24

年
度

実
績

】
対

象
者

数
11
0,
91
4人

就
職

件
数

15
,4
31

件
就

職
率

73
％

障
害

者
の

身
近

な
地

域
に
お
い
て
は

、
就

業
面

と
生

活
面

の
一

体
的

な
相

談
・
支

援
を
行

う

「
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ
ン
タ
ー
」
の

設
置

を
拡

充

21
セ

ン
タ

ー
（
14

年
5月

事
業

開
始

時
）
→

31
9セ

ン
タ

ー
（
26

年
1月

現
在

）
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地
域

障
害

者
職

業
セ
ン
タ
ー
は

、
公

共
職

業
安

定
所

等
の

地
域

の
就

労
支

援
機

関
と
の

密
接

な
連

携
の

も
と
、
障

害
者

に
対

す
る

専
門

的
な
職

業
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
提

供
す
る
施

設
と
し
て
、
全

国
４
７
都

道
府

県
（
ほ

か
支

所
５
か

所
）
に
設

置
。

○
職

業
評

価
就
職
の
希
望
な
ど
を
把
握
し
た
上
で
、
職
業
能
力
等
を
評
価
し
、
そ
れ
ら
を
基
に
就
職
し
て
職
場
に
適
応
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
内
容
・
方
法

等
を
含
む
、
個
人
の
状
況
に
応
じ
た
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
を
策
定
。

○
職

業
準

備
支

援
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る
職
業
紹
介
、
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
支
援
等
の
就
職
に
向
か
う
次
の
段
階
に
着
実
に
移
行
さ
せ
る
た
め
、
セ
ン
タ
ー
内
で
の
作

業
体
験
、
職
業
準
備
講
習
、
社
会
生
活
技
能
訓
練
を
通
じ
て
、
基
本
的
な
労
働
習
慣
の
体
得
、
作
業
遂
行
力
の
向
上
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
・
対
人
対
応
力
の
向
上
を
支
援
。

○
職

場
適

応
援

助
者

（
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
）
支

援
事

業
障
害
者
の
円
滑
な
就
職
及
び
職
場
適
応
を
図
る
た
め
、
事
業
所
に
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
を
派
遣
し
、
障
害
者
及
び
事
業
主
に
対
し
て
、
雇
用
の
前
後

を
通
じ
て
障
害
特
性
を
踏
ま
え
た
直
接
的
、
専
門
的
な
援
助
を
実
施
。

○
精

神
障

害
者

総
合

雇
用

支
援

精
神
障
害
者
及
び
事
業
主
に
対
し
て
、
主
治
医
等
の
医
療
関
係
者
と
の
連
携
の
下
、
精
神
障
害
者
の
新
規
雇
入
れ
、
職
場
復
帰
、
雇
用
継
続

の
た
め
の
様
々
な
支
援
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
、
専
門
的
・
総
合
的
な
支
援
を
実
施
。

○
事

業
主

に
対

す
る
相

談
・
援

助
障
害
者
の
雇
用
に
関
す
る
事
業
主
の
ニ
ー
ズ
や
雇
用
管
理
上
の
課
題
を
分
析
し
、
事
業
主
支
援
計
画
を
作
成
し
、
雇
用
管
理
に
関
す
る
専
門

的
な
助
言
、
援
助
を
実
施
。

○
地

域
の

関
係

機
関

に
対

す
る
職

業
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関

す
る
助

言
・
援

助
等

の
実

施
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
す
る
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
・
援

助
を
行
う
ほ
か
、
関
係
機
関
の
職
員
等
の
知
識
・
技
術
等
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
及
び
実
務
研
修
等
を
実
施
。

地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
の
概
要

障
害

者
一

人
ひ
と
り
の

ニ
ー
ズ
に
応

じ
て
、
職

業
評

価
、
職

業
指

導
、
職

業
準

備
訓

練
及

び
職

場
適

応
援

助
等

の
各

種
の

職
業

リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
事

業
主

に
対

し
て
、
雇

用
管

理
に
関

す
る
専

門
的

な
助

言
そ
の

他
の

支
援

を
実

施
。
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地
域

障
害

者
職

業
セ
ン
タ
ー
が

実
施

す
る
就

業
支

援
基

礎
研

修

就
労

移
行

支
援

事
業

者
、
福

祉
、
教

育
、
医

療
等

の
関

係
機

関
に
お
い
て
障

害
者

の
就

業
支

援
を
担

当
す

る
職
員
を
対
象

対
象

者

効
果

的
な
職

業
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実

施
す
る
た
め
に
必

要
な
基

本
的

知
識

・
技

術
等

（
就

業
支

援
の

基
本

的
知

識
・
理

念
、
就

業
支

援
に
関

す
る
制

度
、
地

域
に
お
け
る
関

係
機

関
の

役
割

と
連

携
方

法
及

び
企

業
に
お
け
る
障

害
者

雇
用

）
に
関

す
る
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の

研
修

は
、
「
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を
総

合
的

に
支

援
す
る
た
め
の

法
律

に
基

づ
く
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス
等

及
び
基

準
該

当
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス
に
要

す
る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る
基

準
」
の

就
労

支
援

関
係

研
修

修
了

加
算

に
係

る
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め
る
研

修
（
※

）
に
該

当
し
ま
す
。

※
「
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を
総

合
的

に
支

援
す
る
た
め
の

法
律

に
基

づ
く
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス
等

及
び
基

準
該

当
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス
に
要

す
る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る
基

準
に
基

づ
き
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め
る
研

修
」
（
平

成
21

年
厚

生
労

働
省

告
示

第
17

8号
）
第

１
号

の
就

労
支

援
員

が
就

労
支

援
を
行

う
に
当

た
っ
て
必

要
な
基

礎
的

知
識

及
び
技

能
を
習

得
さ
せ

る
も
の

と
し
て
行

う
研

修

研
修

の
内

容
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「
チ
ャ
レ
ン
ジ
雇
用
」
に
つ
い
て

「
チ
ャ
レ
ン
ジ
雇

用
」
と
は

1
年

以
内

の
期

間
を

単
位

と
し

て
、

各
府

省
・

各
自

治
体

に
お

い
て

、
知

的
障

害
者

等
を

非
常

勤
職

員
と

し
て

雇
用

。

各
府

省
・
各

自
治

体
で
の

１
～

３
年

の
業

務
の

経
験

を
踏

ま
え
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク

等
を
通

じ
た
一

般
企

業
等

へ
の

就
職

を
実

現
。

（
注

）
各

府
省

・
各

自
治

体
に
お
い
て
は

、
職

場
実

習
の

受
入

に
つ
い
て
も
積

極
的

に
実

施
。

厚
生

労
働

省
に
お
け
る
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
雇

用
」
実

施
状

況
厚

生
労

働
省

で
は

、
各

省
庁

等
に
先

駆
け
て
、
平

成
１
９
年

度
か

ら
、
知

的
障

害
者

等
の

「チ
ャ
レ
ン
ジ
雇

用
」を

推
進

・拡
大

。

平
成

２
５
年

３
月

１
日

現
在

３
１
５
人

（
内
訳
）

身
体

３
人

知
的

２
３
１
人

精
神

８
７
人

※
重
複
障
害
者

６
人
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